
「ベラルーシ共和国国境における核・放射性物質不法移転防止システムの近代化」 

プロジェクト概要 

 

１．プロジェクト名 

「ベラルーシ共和国国境における核・放射性物質不法移転防止システムの近代化」 

(Modernization of the System to Deter the Illicit Trafficking of Nuclear and 

Radioactive Materials at State Borders of the Republic of Belarus） 

２．ドナー 

 日・ベラルーシ核不拡散協力委員会 

３．プロジェクト実施機関 

 ベラルーシ共和国国境警備委員会 

４．事業費 

 9 千万円 

５．実施期間 

 12 ヶ月間（予定） 

６．プロジェクトの目的 

 ベラルーシ共和国国境における核・放射性物質不法移転に対して検知

(detection)、阻止(interdiction)及び対応(response)から成る包括的措置を確立

すること。 

（１）国境検問所（空港含む）における放射線インシデントに対する迅速且つ効

率的な「管理対応」

（注１）
の確立。 

（２）セキュリティ及び健康上深刻な放射線インシデントに対する「戦略対応」

（注２）
の整備。 

（３）国境の核・放射性物質不法移転に関する統合データベースの支援。 

（４）チェルノブイリ事故汚染地域の国境警備委員会職員及び住民の放射線安全

の強化。 

（５）簡易国境検問所、河川国境、航空監視地域、グリーン・ボーダー

（注３）
にお

ける放射線検知能力の強化。 

（６）国境警備委員会の専門職員の核不法移転対策の技能向上。  （注１）IAEA は核・放射性物質不法移転に対する対応レベルを数段階に分類していますが、「管理対応」とは主として、健康への重大な危険がなく、前線の職員が日常的な対応メカニズムによって解決が可能なインシデントを対象とします。  （注２）「戦略対応」とは、核物質の所持などセキュリティ上より深刻なインシデント、環境や公衆に対する重大な危険を及ぼしうるインシデント等を対象としています。  （注３）「グリーン・ボーダー(Green border)」とは検問所と検問所の間の無人の国境地帯を意味します。 
７．主な内容 

（１）国境警備委員会ゴメリ支部及びピンスク支部に対し、最新型の放射線検知



器、核種同定機器及び通信機器を搭載した管理対応移動ラボ計 2 台を供与。 

（２）国境警備委員会本部に対し、最新型の放射線検知器、核種同定機器及び専

用通信機器を搭載した戦略・管理対応移動ラボ 1 台を供与。 

（３）ピンスク支部に対し、ホールボディカウンター、環境試料放射線測定器及

び専用通信機器を搭載した放射線モニタリング移動ラボ 1 台を供与。 

（４）国境警備委員会本部及び 7 地方支部（ポロツク、スモルゴニ、リダ、グロ

ドノ、ブレスト、ピンスク、ゴメリ）に放射線管理位置情報システムを導入。 

（５）簡易国境検問所（計 34 箇所）、ウクライナとの河川国境、チェルブイリ汚

染地域を含む航空監視区域及びグリーン・ボーダーのパトロール用の携帯型

放射線検知器を供与。 

（６）新たに創設された国境警備大学に対し、専門職員養成のため携帯型放射線

検知器、核種同定機器等を供与。 

 

（参考：ベラルーシ共和国と周辺諸国の位置関係） 

 

（参考：国境における放射線検査の様子） 

国境検問所         グリーン・ボーダー （トラック左側は IAEA の協力による 管理対応移動ラボのパイロットモデル）                   以上 
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